
 

 

 

 

 

 

 

 

「設備投資の計画はあるけれど、どの補助金が使えるかわからない。」そのような声をお聞きします。 

まずは、今回ご紹介する補助金等があることを覚えておいていただき、設備投資の前に当組合へ一声 

おかけください。ご提案させていただきます。 
 

本号(vol.24)では、令和８年度の補助金速報（予定含む）をご案内いたします。（R8/ 2/24 時点） 
 

 

≪  設備投資に利用できる補助金  ≫ 

 

新事業進出・ものづくり補助金 （令和 8 年 6 月公募要領の公開予定） 

令和７年度まで別制度だった「ものづくり補助金」と「新事業進出補助金」を統合し、既存事業の高付加価値化や、

既存とは異なる新市場への進出に必要な設備投資等を支援する制度。機械装置やシステム構築費を中心に、枠によ

っては建物・構築物費も対象となる成長投資型補助金。年度末までに公募回数は３回程度。 

省力化投資補助金 （カタログ型：随時受付中 / 一般型：次回募集開始日は未定） 

人手不足に対応し、生産性向上を図るための省人化・自動化投資を支援する制度。機械装置を対象とし、カタログ

型は登録済みの汎用設備を活用することで比較的簡易に申請でき、一般型はオーダーメイド設備やライン再構築な

ど、本格的な自動化投資に活用できる。 

事業承継・M&A 補助金 事業承継促進枠 （現在第 14 次受付中：締切 4 月 3 日） 

事業承継促進枠では、5 年以内に親族内承継・従業員承継を予定し、後継者が中心となって取組む、生産性向上

に資する設備投資等が支援される。対象経費の設備費には、機械装置だけでなく、店舗・事務所等の新築工事、増

築工事、改築工事、外構工事、内外装工事費用といった建物関連費用も含まれる。 

デジタル化・AI 導入補助金 （次回申請受付予定日：3 月 30 日） 

中小企業の業務効率化や DX 推進を目的として、ソフトウェアやクラウドサービス等の IT ツール導入を支援する制

度。事前登録された IT ツールを活用し、生産性向上や業務プロセスの改善を図る取組が対象となる。 

中小企業成長加速化補助金 

売上高 100 億円超を目指して、大胆な投資を進める中小企業を支援（補助上限額５億円・補助率１/２）。建物費（新

築・増築）、機械装置費に活用できる。ただし、投資額１億円以上でないと申請できない。 

小規模事業者持続化補助金 

小規模事業者が取組む販路開拓等に必要な経費の一部を補助（補助上限額５０万円・補助率２/３）。機械装置、

広報費等に活用できる。ただし、ウェブサイト関連費は補助申請額の１/４が上限（１２.５万円）。 

 

令和８年度に設備投資をご検討の経営者様、必見 !! 

けんしんサポート通信（vol.24） 
サイトはこちら 

https://www.hyogokenshin.co.jp/support_mail.html


 

 ≪   補助金 逆引きマトリクス   ≫ 
 

■ 効率化系     ■ 市場拡大系     ■ 承継専用     ■ 小規模限定     ■ 最上位制度 

補助金名 主な目的 機 械 装 置 建物 システム 広告費 

省力化投資補助金（カタログ型） 省人化・人手不足対策 ●    

省力化投資補助金（一般型） 本格自動化・ライン再構築 ●  ●  

新事業進出・ものづくり補助金 

（ものづくり枠） 
革新的新製品・サービス開発 ●  ●  

新事業進出・ものづくり補助金 

（新事業進出枠） 
新市場進出・高付加価値化 ● ● ● ● 

新事業進出・ものづくり補助金 

（グローバル枠） 
海外展開・輸出拡大 ● ● ● ● 

事業承継・M&A 補助金 

（承継促進枠） 
承継・M&A 後の生産性向上 ● ●   

デジタル化・AI 導入補助金  業務効率化・DX 推進   ●  

小規模事業者持続化補助金 小規模事業者の販路拡大 △  △ ● 

中小企業成長加速化補助金 売上拡大型の大規模投資 ● ● ● ● 

●…主対象  △・・・条件付き対象  空白・・・原則対象外 

 

 ≪   令和８年度の補助金・助成金の詳細確認はこちら   ≫ 

 

     中小企業・小規模事業者関連予算         新事業進出・ものづくり補助金、省力化投資補助金   
 
 
 
 
 
 
 
 

       事業承継・Ｍ＆Ａ補助金               デジタル化・ＡＩ導入補助金        

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

本件は、各営業店の担当者までお問い合わせください。支援担当者がご説明させていただきます。 

本情報は、令和８年２月２４日時点の情報を掲載しております。 

※当組合は、補助⾦・助成⾦・支援策等の 

 お客様にとって有益な情報の提供をさせて 
いただいておりますが、当組合がお客様 
の申請を代⾏することはございません。 事業者向けメールマガ

ジンのご登録はこちら 

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r8/r7_r8_shokibo.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r8/shinjigy_mono.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r8/m_and_a.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_it.pdf
https://www.hyogokenshin.co.jp/mail_magazine/business_mail_01.html

